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裏面の「自治会員の皆様へのお願い」を お読みください。 
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「歳末たすけあい・地域支えあい募金」 

ありがとうございました！ 
世田谷区社会福祉協議会 経由 

  東京都共同募金会にお届けしました。 

12 月 28 日(水) 19 時 九品仏地区会館前出発。 

「火の用心！」の掛け声とともに、町内を 

拍子木を鳴らして歩きます。雨天中止。 

12 月 3 日 (土)     ふれあい会 「男の料理」 そば打ち 

12 月 6 日 (火)    「浄眞寺の紅葉を楽しむ会」 （主催：九品仏地区街づくりの会） 
                            （後援：九品仏自治会ほか） 

歳末パトロール 隊員募集中 

   

歳末恒例の料理教室。今年もベテラン先生の御指導で、個性豊かな(？) 蕎麦ができあがりました。 

マスコミで紹介されることも多くなり、 
すっかり有名になった浄眞寺の紅葉。 

境内の鮮やかなもみじやイチョウを眺め 
ながらご住職のお話を伺い、身近な自然 
の美しさをあらためて感じることができ 
ました。 

  

 

 

12 月 10 日 (土)   普通救命講習会 
（主催：九品仏地区身近なまちづくり推進協議会安全部会、 

日赤奉仕団九品仏自治会分団） 

（共催：社会福祉協議会九品仏地区事務局） 

家族が突然倒れたとき、災害が起きたとき、そんな緊急時に大切な人の命を 
守れるよう、玉川消防署、東京防災救急協会、玉川消防団の皆様の御指導で 
心肺蘇生法、AED 使用方法、気道異物除去のなどの救急技能を学びました。 
この講習会を終了した皆様には「救命技能認定証」が交付されます。 

 



 

 

 今年もお世話になりました。 

 
 

東京消防庁玉川消防署から 

「感謝状」をいただきました。 

警防課 防災安全係地域防災担当係長 消防指令 小森様  

カレンダー 
12 月 28 日(水)： 

歳末パトロール  

1 月 10 日(火)： 
ふれあい会スタッフ会  

1 月 20 日(金)： 
 回覧板まとめ・編集会議 

自治会員の皆様へのお願い 
＊自治会員の皆様の御意見を伺いたく、この提案を広報させて頂きます。 

現在、九品仏自治会の年会費は会則（第四章「会費及び会計」第１５条） 
により、「本会の会費は原則として、年会費１２００円／世帯とする。」 と定めら 
れておりますが、一部に６００円の世帯があります。 

そこで下記の理由により、今後はどの世帯も例外無く年額１２００円をお支払 
い頂きたくお願い申し上げます。 
（１） 永年（約２５年間）放置されて来た不公平を改める。 
（２） 不公平感を解消する。（「値上げ」ではなく “一律“とする） 
（３） 諸経費の値上がりに備える。（災害備蓄品、印刷費等の事務経費、 
防犯カメラの維持・運用費、等） 

（４） 災害に備えて、積立金を増額しておく。 

＊皆様からの忌憚の無い御意見をお待ち致しております。 

災害時の避難所について  理解してますか？ 
1. 災害発生時、九品仏自治会地区には九品仏小学校と八幡中学校 

に避難所が設けられます。 
2. でも、自宅が無事であれば無理に行く必要はありません。 
  避難所はあくまでも「自宅での生活が困難」になってしまった 

方が「一時的に」身を寄せて生活する所です。 
・両校の避難所が受け入れ可能な人数は僅か 350 名ほどです。 
・無論、避難所へ行くことが禁止されている訳ではありません。 

     必要な方は遠慮せずに行ってください。 
・でも、避難所で生活する被災者は「お客様」ではありません。 

   発災直後は避難所支援よりも、先ず「救助」が優先されます。 
   見知らぬ避難者同士が協力して生活しなければなりません。 

（＊11 月 21 日に行われた「令和 4 年度 防災塾 防災講演会」の資料より） 


